
 
 

 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<有期事業と事務所等（継続事業）の労働保険料の労災保険分の区分例>> 
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① 事務職の労働者を雇用していない場合でも建設業務従事者が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事

する見込みがある場合は、保険関係の成立が必要です。 

、かつ、 のことで、 

具体例としては以下の①～④の業務等が該当します。 

（＊）土場・資材置き場等での整理作業には、型枠、重機、電動工具等の清掃、整理整頓、 

       メンテナンス作業等があります。 

 

② 適用単位（事業場）は、原則、当該建設事業場（事業主）の事務所所在地となります。 

   ※ただし、組織的に独立した事業が他にある場合を除きます。

※既に、建設の事業の保険関係とは別に、継続事業の労災保険を成立している場合は、保険料の

算定方法（下記④）に留意してください。

③ 適用業種については主たる業態により判断されます。 

④ 保険料の算定にあたっては「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の賃金額を算出し、

算定基礎に含めてください 

工事現場にかかる を 
が 
で行った場合 

当該作業に要した日数、時間に応じた賃金額を算出し 
に含める。 

（ただし、請負金額で保険料を算定する場合を除く） 

が特定の工事現場に付随しない

を行った場合 
当該作業に要した日数、時間に応じた賃金額を算出し 

に含める。 

が顧客からの依頼により

した場合 
当該作業に要した日数、時間に応じた賃金額を算出し 

に含める。 

が台風被害を受けた

場合 
当該作業に要した日数、時間に応じた賃金額を算出し 

に含める。 

が

（ ）を他の業務の合間を

利用して行った場合 

当該作業に要した日数、時間に応じた賃金額を算出し 
に含める。 

※「建設」の業務であっても工期の定めがない場合は有期事業に該当

しない場合があることに留意する 

 
 

 

 
● 令和８年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について 

前年度から変更なしで３２万円となります。 

 

● 令和８年４月から、子ども・子育て支援金制度が始まります 
 被用者保険（協会けんぽ・健保組合・共済組合）の （労使折半）となります。 

  令和８年４月分から医療保険料とあわせて拠出いただくことになります。 

 

● 令和８年度の年金額改定について 
１．令和８年度年金額は、前年から国民年金が１．９％の引上げ、厚生年金が２．０％の引上げとなります。 

  （国民年金満額の場合 月額７０，６０８円 ＋１，３００円） 

２．国民年金保険料 １７，９２０円/月 （＋４１０円） 

３．在職老齢年金の支給停止調整額 ６５万円 （＋１４万円） 
 

●協会けんぽの申請書の様式変更について 
振込先指定口座欄に公金受取口座の利用希望欄が追加されました。 

 

 

 

 

 

 

公金受取口座の利用を希望される場合は、マス目に「１」と記入するだけで、金融機関名称等の振込先情報の

記入は不要となります。  

 

●障害者の法定雇用率が引き上げられます（令和８年７月以降） 

 令和５年度 令和６年４月 

民間企業の法定雇用率 ２．３％ ⇒ ２．５％ ⇒ 

対象事業主の範囲 ４３．５人以上 ４０．０人以上 

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。 

◆毎年６月１日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告 

◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務） 
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